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(担当)  
山口県警察本部 
生活安全企画課 

身近なところから｢防犯力強化｣を！ 

～みんなで、声掛けあって、被害防止～ 

トラブル解決名目の不審電話に注意！ 

は 

【不審電話の内容】 
 ハウスメーカーをかたる人物から 

・老人ホームを建設予定であり、貴方は優先入居の権利がある。 
等と電話があり、「不要である。」旨告げると 

・他に入居したい人がいるので、入居する権利を譲ってほしい。 
と言われ、承諾した後、別の建設会社等をかたる人物から 
  ・名義貸しは犯罪になる。 
等と言われ、トラブル解決名目で現金を要求されるもの。 
【最近の傾向】 
  ・現金を指定する住所に送ってほしい。 
等と現金を宅配便で送付するよう要求する不審電話を確認しており、 
引き続き注意が必要です。 

手口の特徴 

● 何日も電話が続き、様々な登場人物が出る 

● 「逮捕される」「刑務所に入れられる」等と脅す 

● 高額の現金を宅配便で送付させる 

● 現金振込を指定する場合もある 

被害を防止するために 

○ 留守番電話設定や防犯機能付き電話を活用して、相手の声を
確かめてから電話に出るなど、すぐに電話に出ない対策を！ 

○ 電話でお金を要求されたら、悩まず警察や家族へ相談を！ 


